
話
』

焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

「
気
管
や
肺
気
管
支
の
中
に
煤
が
吸
い
こ
ま
れ
て
い
る
か
、
血
液
の
中
に

C
O
_
H
b
が
で
き
て
い
る
か
を
し
ら
べ
る
。」

あ
る
焼
死
体
が
、

目

次

一
現
代
の
焼
死
体
鑑
別
方
法

二

「洗
寃
集
録
j

の
焼
死
体
錯
別
方
法

三

呉
の
張
挙
の
動
物
実
験

四
現
代
の
鑑
別
方
法
と
の
関
係

（岩
波
新
書
、
昭
和
三
十
三
年）

焼
け
た
も
の
な
の
か
を
鑑
別
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
古
畑
種
基

『法
医
学
の

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

生
前
に
焼
け
た
も
の
な
の
か
、

死
後
に

現
代
の
焼
死
体
鑑
別
方
法

そ
の
鑑
別
方
法
の
発
見
|
|

焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

て
い
る
。

佐

立

（九
〇
二
）

治

人
（
七
十
七



南
宋
の
宋
慈
が
著
し
た
検
屍
の
手
引
き
書
で
あ
る

の
焼
死
体
鑑
別
方
法

鮮
赤
色
で
あ
る
し
、
内
臓
の
色
も
鮮
赤
色
を
し
て
い
る
。
」
（
七
十
六
頁
）

こ
と
に
、
気
管
の
粘
膜
、
肺
臓
の
気
管
支
内
や
肺
胞
の
中
に
炭
末
が
吸
い
こ
ま
れ
て
い
る
。
顕
微
鏡
で
し
ら
べ
る
と
、
肺
胞
の
組

織
球
や
、
細
胞
の
中
に
炭
末
が
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。
死
体
を
焼
い
た
ば
あ
い
に
は
、
こ
ん
な
所
見
は
け
っ
し
て
み

焼
死
の
と
き
は
、

c
oガ
ス
が
吸
い
こ
ま
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン

か
ら
、
焼
死
体
の
血
液
の
色
が
赤
味
を
お
び
て
い
る
。
C
O
_
H
b
が
で
き
る
と
、
鮮
赤
色
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
死
斑
の
色
も

こ
の
二
つ
の
鑑
別
方
法
は
、
法
医
学
の
最
新
の
教
科
書
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
学
生
の
た
め
の
法
医
学
（
改
訂
6
版
）
』

（
南
山
堂
、
二

0
0
九
年
）
に
は
、
「
生
前
に
火
災
に
遭
遇
し
た
焼
死
体
の
所
見
」
の
項
に
、
「
火
災
の
際
に
発
生
し
た
煤
の
吸
入
に
よ
っ

て
気
管
・
気
管
支
の
粘
膜
に
煤
片
が
付
着
す
る
。
」
「
血
液
中
の

C
O
_
H
b
を
測
定
す
る
。」
（
九
十
六
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
洗
寃
集
録
』

口

血

液

中

に

C
O
I
H
b
が
で
き
て
い
る
。

つ
か
ら
な
い
。

曰
呼
吸
道
に
煤
を
吸
い
こ
ん
で
い
る
。

「
生
前
の
火
焼
死
で
あ
れ
ば
、

頁）

関

法

第

六

三

巻

三

号

『
洗
寃
集
録
』

（九
0

1

)
 

の
巻
四
、
二
十
六
、
火
死
に
、
生
前
に
焼
け
た
死
体
か
死
後
に
焼
け

(
H
b
)
と
結
び
つ
い
て
、

C
O
I
H
b
に
な
る



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

【
訓
読
】

た
死
体
か
を
鑑
別
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
洗
寃
集
録
』
は
、
淳
祐
七
年
（

―二
四
七
）

叢
書
集
成
初
絹
（
中
華
書
局
）
所
収
本
を
見
た
。

生
前
に
火
で
焼
か
れ
て
死
ん
だ
場
合
は
、
そ
の
死
体
は
、

口
鼻
内
に
す
す
や
灰
が
あ
り
、
両
手
両
脚
が
皆
、
こ
ぶ
し
を
握
り
、
縮

ま
っ
て
い
ま
す
。
（
原
注
。
そ
の
人
が
ま
だ
死
な
な
い
前
に
、
火
に
逼
ら
れ
て
走
っ
た
り
あ
ば
れ
た
り
す
る
の
で
、

が
往
来
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
す
す
や
灰
が
吸
い
込
ま
れ
て
、

口
鼻
内
に
入
る
の
で
す
。
）
も
し
死
後
に
焼
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

死
体
は
、
手
足
が
こ
ぶ
し
を
握
り
、
縮
ま
っ
て
い
る
点
で
は
、
生
前
に
焼
け
た
死
体
と
同
様
で
す
が
、

口
内
に
す
す
や
灰
が
あ
り
ま
せ

凡
生
前
被
火
焼
死
者
、
其
屍
口
鼻
内
有
煙
灰
。
両
手
脚
皆
拳
縮
。
（
原
注
。
縁
其
人
未
死
前
、
被
火
逼
奔
争
、

故
呼
吸
煙
灰
、
入
口
鼻
内
。
）
若
死
後
焼
者
、
其
人
雖
手
足
拳
縮
、

凡
そ
生
前
に
火
の
焼
く
を
被
り
て
死
ぬ
者
は
、
其
の
屍
、

死
せ
ざ
る
前
に
、
火
の
逼
る
を
被
り
奔
争
す
る
に
縁
り
、

【
原
文
】

ん
。

【
和
訳
】

口
内
即
無
煙
灰
。

口
鼻
内
に
煙
灰
有
り
、
両
手
脚
、
皆
拳
縮
す
。
（
原
注
。
其
の
人
、
未
だ

口
、
開
き
、
気
脈
、
往
来
す
。
故
に
煙
灰
を
呼
吸
し
、

若
し
死
後
に
焼
く
る
者
な
ら
ば
、
其
の
人
、
手
足
、
拳
縮
す
と
雖
も
、

口
内
に
即
ち
煙
灰
無
し
。

の
自
序
が
あ
る
。

口
が
開
き
、
気
脈

口
開
、
気
脈
往
来
。

口
鼻
内
に
入
る
。
）

（九

0
0
)



版
社
、 こ

こ
に
記
さ
れ
て
い
る
、

口
鼻
内
に
煤
や
灰
が
あ
る
か
な
い
か
を
見
る
と
い
う
鑑
別
方
法
は
、
「
呼
吸
道
に
煤
を
吸
い
こ
ん
で
い
る
」

か
ど
う
か
を
見
る
と
い
う
、
古
畑
『
法
医
学
の
話
』
が
述
べ
る
鑑
別
方
法
と
同
じ
で
あ
る
。
違
い
は
、
気
管
支
を
開
け
て
見
る
か
開
け
て

ち
な
み
に
、
「
両
手
脚
皆
拳
縮
」
「
手
足
拳
縮
」
と
あ
る
の
は
、

学』

（前
掲
、
九
十
七
頁
）

は
、
「
生
活
反
応
で
は
な
く
、
死
後
に
死
体
を
焼
却
し
た
場
合
に
も
み
ら
れ
る
所
見
」
と
し
て
「
拳
闘
家
姿

勢
」
を
挙
げ
、
「
屈
筋
の
熱
硬
直
に
よ
っ
て
各
関
節
は
屈
曲
し
て
「
拳
闘
家
姿
勢
」
を
と
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

元
の
王
与
が
著
し
た
検
屍
の
手
引
き
書
で
あ
る
『
無
寃
録
』

か
、
「
結
案
式
」
及
び

『平
寃
録
』

い
わ
ゆ
る
「
拳
闘
家
姿
勢
」
の
描
写
で
あ
る
。
『
学
生
の
た
め
の
法
医

の
巻
下
、
十
七
、
火
焼
死
は
、
右
の
『
洗
寃
集
録
』

の
次
の
よ
う
な
文
章
を
掲
げ
て
い
る
。『
無
寃
録
』
は
、
至
大
元
年

(
-
三
0
八
）
の
自
序
が
あ
る
。

緯
国
科
学
技
術
史
資
料
大
系
（
馳
江
出
版
社
）
医
薬
学
篇
第
四
十
九
巻
所
収

『新
註
無
寃
録
』
を
見
た
。

「
本
屍
は
、
皮
、
焦
げ
、
肉
、
爛
れ
、
手
脚
、
聯
縮
す
。
口
鼻
耳
内
、
皆
、
灰
儘
有
り
。

委
に
是
れ
生
前
に
火
の
焼
く
を
被
り
て
死

す
る
な
り
。（
原
注
。
已
に
死
し
て
火
中
に
棄
て
ら
る
る
者
は
、

口
鼻
耳
内
に
灰
無
し
。
結
案
式
に
出
づ
。）
」

「
屍
首
、
全
な
り
。
其
の
人
、
未
だ
死
せ
ざ
る
前
に
、
火
の
逼
る
を
被
り
て
奔
争
し
、

出
づ
。）」

（同
上
、

一
三
0
頁）
。
前
掲

（八
九
九
）

の
文
章
を
掲
げ
る
ほ

口
、
開
き
、
灰
煤
を
入
る
。
即
ち
口
鼻
内
に
黒

灰
煤
有
る
か
無
き
か
を
看
る
。
有
れ
ば
即
ち
是
れ
生
前
に
火
焼
し
て
死
す
る
な
り
。
如
し
無
け
れ
ば
則
ち
非
な
り
。
（
原
注
。
平
寃
録
に

「
結
案
式
」
は
、
元
貞
三
年

(
―二
九
七
）
に
頒
行
さ
れ
た
「
儒
吏
考
試
程
式
」
を
指
す
（
買
静
涛

『中
国
古
代
法
医
学
史
』
群
衆
出

一
九
八
四
年
。

二―
1
0
頁）

。
「
儒
吏
考
試
程
式
」
は
、

『元
典
章
』
吏
部
巻
六
、
吏
制
、
儒
吏
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

『無
寃

録
』
が
引
用
す
る
「
結
案
式
」
の
文
章
は
、
『
元
典
章
』
所
掲
の
「
儒
吏
考
試
程
式
」
の
文
章
と

一
致
す
る

見
な
い
か
、
顕
微
鏡
を
使
う
か
使
わ
な
い
か
だ
け
で
あ
る
。

関
法
第
六
三
巻

三
号

四



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

火
焼
死
の
項
に
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

に
『
新
註
無
寃
録
j

が
成
っ
た

『
無
寃
録
』
所
引
「
結
案
式
」

の
文
章
は
、
「
儒
吏
考
試
程
式
」
の
抄
白
追
会
事
件
、
屍
の
項
に
出
て
く
る
。

前
掲
の
「
結
案
式
」
の
文
章
に
「
口
鼻
耳
内
、
皆
、
灰
儘
有
り
。
（
原
文
。
口
鼻
耳
内
、
皆
有
灰
儘
。
）
」
（
『
元
典
章
』
も
同
文
。
）

る
が
、
「
耳
」
は
余
分
で
あ
る
。
水
泳
教
室
で
浮
き
身
の
練
習
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
通
り
、

『
平
寃
録
』
は
、
『
無
寃
録
』

の
王
与
の
自
序
に
、
「
昔
、
宋
恵
父

由
る
を
念
い
、
曽
て
洗
寃
録
を
編
す
。
趙
逸
斎
、
又
た
平
寃
録
を
訂
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
平
寃
録
』
は
現
存
せ
ず
、
『
宋
元
検

学
雑
誌
』
第
十
六
巻
掲
載
、
昭
和
十
七
年
。
九
十
五
頁
）
。
前
掲
の

同
じ
内
容
で
あ
る
。
「
其
人
未
死
前
、
被
火
逼
奔
争
、

『
無
寃
録
』
は
朝
鮮
に
伝
わ
り
、
世
宗
が
崖
致
雲
ら
に
命
じ
て
『
無
寃
録
』
に
註
釈
と
音
訓
を
附
加
さ
せ
、
正
統
三
年
(
-
四
三
八）

（一

七
三
六
）

口
開
。
」
と
い
う
文
が
『
洗
寃
集
録
』

（
同
書
の
柳
義
孫
序
）
。
こ
の

『
無
寃
録
』
所
引
『
平
寃
録
』

五

『
無
寃
録
述
』

の
記
述
は
、
『
洗
寃
集
録
』

の
註
文
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
『
平
寃
録
』

『
新
註
無
寃
録
』
が
我
が
国
に
伝
わ
り
、
泉
州
の
河
合
甚
兵
衛
尚
久
が
、

同
書
の
う
ち
、
我
が
国
に
無
用
の
記
述
を
省
き
、
必
要
な
記
述
だ
け
を
抜
き
出
し
て
和
訳
し
、
『
無
寃
録
述
』
と
名
づ
け
た

の
河
合
甚
兵
衛
自
身
の
緒
言
）
。
『
無
寃
録
述
』
は
明
和
五
年
(
-
七
六
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の

「
火
に
焼
て
死
た
る
者
は
、
皮
、
焦
れ
て
肉
は
爛
れ
、
手
脚
、
縮
み
か
が
み
、

『
洗
寃
集
録
』
よ
り
も
後
に
著
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
前
掲
の

『
平
寃
録
』

の
記
述
と

（
元
文
元
年

口
鼻
耳
の
内
に
皆
、
灰
儘
が
入
て
あ
る
也
。
こ
れ
は
其

の
文
章
は
、
『
洗
寃
集
録
』

の
下
巻
に
他
な
ら
な
い

（
八
九
八
）

の
巻
下
、

こ
と
に
な
る
。

が

の
文
章
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た

験
三
録
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

『
平
寃
録
』
は
、
『
無
寃
録
』

（
上
野
正
吉
「
支
那
法
医
学
書
考
証
口
」
『
犯
罪

水
面
上
に
出
し
て
呼
吸
を
し
て
も
、
耳
に
水
は
入
っ
て
こ
な
い
。

の

（
「
恵
父
」
は
宋
慈
の
字
で
あ
る
。
）
、
獄
情
の
失
は
定
験
の
誤
り
に

と
あ

口
と
鼻
だ
け
を



興
会
、
昭
和
三
十
二
年
）
に
拠
れ
ば
、
明
和
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
か
ら
後
、
「
明
治
三
十
四
年
頃
ま
で
幾
度
も
増
刊
さ
れ
て
広
く
頒
布
し
、

実
際
に
も
盛
に
用
い
ら
れ
た
」
（
二

0
九
頁
）
と
い
う
。
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
我
が
国
の
検
屍
関
係
者

は
、
『
洗
寃
集
録
』
が
記
述
す
る
、
死
体
の
口
や
鼻
の
中
に
す
す
や
灰
が
あ
る
か
な
い
か
を
見
て
、
生
前
に
焼
け
た
死
体
か
死
後
に
焼
け

た
死
体
か
を
鑑
別
す
る
方
法
を
、
『
無
寃
録
述
』
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

呉
の
張
挙
の
動
物
実
験

焼
死
体
の
口
の
中
に
灰
が
入
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
見
て
、
生
前
に
焼
け
た
死
体
で
あ
る
か
死
後
に
焼
け
た
死
体
で
あ
る
か
を
鑑
別

す
る
方
法
を
発
見
し
た
の
は
、
三
国
呉
の
張
挙
と
い
う
人
で
あ
る
。
南
宋
の
初
め
に
鄭
克
が
著
し
た

挙
の
項
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
折
獄
亀
鑑
』
は
四
庫
全
書
本
の
影
印
本
を
見
た
。

『
無
寃
録
述
』
は
、
山
崎
佐
『
明
治
前
日
本
裁
判
医
学
史
』

え
、
句
読
点
を
つ
け
た
。
次
も
同
様
。
）
。

人
ま
だ
死
な
ぬ
ま
へ
に
火
に
逼
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
と
遁
ま
わ
り
、

た
る
也
。
若
又
、
死
で
後
、
火
に
入
置
た
ら
ば
、

「
死
後
に
火
に
入
て
焼
た
る
屍
は
、

こ
れ
は
、
『
無
寃
録
』
所
引
『
洗
寃
集
録
』

関

法

第

六

三
巻

三
号

（
日
本
学
士
院
編
『
明
治
前
日
本
医
学
史
』
第
五
巻
所
収
、

口
を
開
き
、
も
だ
へ
死
す
に
よ
っ
て
、
息
に
つ
れ
て
口
の
内
に
灰
が
入

口
鼻
耳
の
内
に
灰
は
入
て
は
な
き
も
の
也
。
」

口
の
内
に
灰
は
入
ら
ぬ
也
。
」

の
文
章
の

一
節
の
訳
で
あ
る
。

『
折
獄
亀
鑑
」

こ
れ
は
、
前
掲
『
無
寃
録
』
所
引
「
結
案
式
」
の
文
章
及
び
そ
れ
に
附
さ
れ
た
「
新
註
」
の
文
の
訳
で
あ
る

六

の
巻
六
、
証
懸
、
張

（
八
九
七
）

日
本
学
術
振

（
片
仮
名
を
平
仮
名
に
変



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

【
訓
読
】

一
殺
之
、

【
原
文
】

に
属
し
ま
す
。
）

張
挙
は
呉
の
人
で
す
。
会
稽
郡
句
章
県
（
現
在
の
浙
江
省
余
眺
県
）

七

（
八
九
六
）

一
匹
は
殺
し
、
も
う

一
匹
は
生
き
た
ま
ま
で
、
薪
を
積

の
県
令
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
あ
る
人
妻
が
、
夫
を
殺
し

て
放
火
し
、
家
屋
を
焼
い
て
、
火
が
夫
を
焼
い
て
死
な
せ
た
と
言
い
ま
し
た
。
夫
の
家
族
は
、
こ
れ
を
疑
っ
て
、
官
司
に
訴
え
ま
し
た
。

妻
は
罪
を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
張
挙
は
、
豚
を
二
匹
連
れ
て
き
て
、

ん
で
豚
を
焼
き
ま
し
た
。
生
き
た
ま
ま
焼
か
れ
た
豚
は
、

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
夫
の
死
体
の
口
の
中
を
調
べ
て
み
る
と
、
案
の
定
、
灰
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
妻

を
鞠
問
し
た
と
こ
ろ
、
妻
は
罪
を
認
め
ま
し
た
。
（
原
注
。
旧
集
は
こ
の
話
の
出
所
を
示
し
て
い
ま
せ
ん
。
考
え
ま
す
に
、
和
凝
が
著

し
た
二
十
九
条
は
皆
、
時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
著
書
で
張
挙
の
事
は
、
呉
人
の
末
尾
、
晋
人
の
前
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

張
挙
は
孫
氏
の
臣
下
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
著
書
の
前
の
方
で
既
に
「
呉
の
廃
帝
孫
亮
」
と
書
い
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
呉
の
張
挙
」
と
書
く
べ
き
で
す
。
姓
名
の
下
に
「
呉
人
」
と
書
く
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
旬
章
県
は
会
稽
郡

張
挙
、
呉
人
也
。
為
旬
章
令
。
有
妻
、
殺
夫
、
因
放
火
焼
舎
、
称
火
焼
夫
死
。
夫
家
疑
之
、
訴
子
官
。
妻
不
服
。
挙
乃
取
猪
ニ
ロ
、

【
和
訳
】

一
活
之
、
而
積
薪
焼
之
。
活
者
、

口
の
中
に
灰
が
あ
り
ま
し
た
。
殺
し
て
か
ら
焼
い
た
豚
は
、

口
中
有
灰
。
殺
者
、

口
の
中
に
灰
が

口
中
無
灰
。
因
験
戸
口
、
果
無
灰
也
。
鞠
之
、
服
罪
。
（
原
注
。
旧

不
著
出
処
。
按
、
和
凝
所
著
二
十
九
条
、
皆
以
時
代
為
次
。
其
書
、
挙
事
、
在
呉
人
之
末
、
晋
人
之
前
。
登
非
孫
氏
之
臣
乎
。
但
先
既

云
呉
廃
帝
孫
亮
、
則
此
宜
云
呉
張
挙
、
不
当
於
姓
名
下
言
呉
人
耳
。
旬
章
属
会
稽
郡
。
）



六
四
頁
注
四
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
張
挙
の
話
は

『
疑
獄
集
』

の
和
凝
が
著
し
た
部
分
か
ら
採
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

を
指
し
て
い
る

旬
章
は
会
稽
郡
に
属
す
。
）

張
挙
は
呉
の
人
な
り
。
旬
章
の
令
た
り
。
妻
有
り
、
夫
を
殺
し
、
因
り
て
火
を
放
ち
て
舎
を
焼
き
、
火
、
夫
を
焼
き
て
死
せ
し
む
と

称
す
。
夫
家
こ
れ
を
疑
い
、
官
に
訴
う
。
妻
、
服
せ
ず
。
挙
、
乃
ち
猪
二
口
を
取
り
、

（
八
九
五
）

『呉

し
て
薪
を
積
み
、
之
れ
を
焼
く
。
活
か
す
者
は
口
中
に
灰
有
り
。
殺
す
者
は
口
中
に
灰
無
し
。
因
り
て
戸
の
口
を
験
す
る
に
、
果
た
し

て
灰
無
き
な
り
。
之
れ
を
鞠
す
る
に
、
罪
に
服
す
。
（
原
注
。
旧
、
出
処
を
著
さ
ず
。
按
ず
る
に
、
和
凝
、
著
す
と
こ
ろ
の
二
十
九
条

は
皆
、
時
代
を
以
て
次
と
為
す
。
其
の
書
、
挙
の
事
は
呉
人
の
末
、
晋
人
の
前
に
在
り
。
登
に
孫
氏
の
臣
に
非
ず
や
。
但
し
先
に
既
に

呉
の
廃
帝
孫
亮
と
云
う
。
則
ち
此
に
は
宜
し
く
呉
の
張
挙
と
云
う
べ
し
。
当
に
姓
名
の
下
に
於
い
て
呉
人
と
言
う
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。

原
注
に
「
旧
、
出
処
を
著
さ
ず
。
」
と
あ
る
「
旧
」
は
、

（
拙
稿
「
和
氏
父
子
撰
『
疑
獄
集
』

関

法

第

六

三
巻

三
号

五
代
後
晋
の
和
凝
が
著
し
、
そ
の
子
の
北
宋
の
和
崚
が
増
補
し
た

『疑
獄
集
』

の
整
理
」
『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
第
五
十

一
巻
第
六
号
掲
載
、
二

0
0
二
年
。

一
八
頁
）
。
『
折
獄
亀
鑑
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
話
は
、
『
疑
獄
集
』
か
ら
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
『
疑
獄
集
」
に
は
張
挙
の
話
の
出

典
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
旧
、
出
処
を
著
さ
ず
。
」
の
文
に
続
い
て
原
注
に
、
「
按
ず
る
に
、
和
凝
の
著
す
と
こ
ろ
の
二

十
九
条
は
皆
、
時
代
を
以
て
次
と
為
す
。
其
の
書
、
挙
の
事
は
呉
人
の
末
、
晋
人
の
前
に
在
り
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
話
は

和
凝
が
ど
こ
か
ら
張
挙
の
話
を
採
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
劉
俊
文
『
折
獄
亀
鑑
訳
註
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

『
太
平
御
覧
』
巻
二
六
七
、
職
官
部
六
十
五
、
良
令
長
上
に
引
か
れ
て
い
る

録
』
に
出
て
く
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
太
平
御
覧
』
は
宋
刻
本
の
影
印
本
（
中
華
書
局
）
を
見
た
。

一
は
之
れ
を
殺
し
、

八

一
九
八
八
年
。
三

ー
は
之
れ
を
活
か
す
。
而



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

七
）
、
『
太
平
御
覧
』
も
『
冊
府
元
亀
』
も
見
て
い
な
い
。

六
年

(
1
0
一三
）
で
あ
る

呉
録
日
わ
く
、
張
挙
、
字
は
子
清
。
句
章
の
令
た
り
。
婦
、
夫
を
殺
す
者
有
り
。
因
り
て
屋
を
焚
い
て
、
焼
け
死
ぬ
と
言
う
。
其
の

弟
、
疑
い
て
之
れ
を
訟
う
。
挙
、
屍
を
按
べ
て
、
口
を
開
き
視
る
に
、
灰
無
し
。
人
を
し
て
猪
二
頭
を
取
り
、

し
て
、
倶
に
之
れ
を
焚
か
し
む
。
其
の
口
を
開
き
視
る
に
、
殺
す
と
こ
ろ
の
者
は
灰
無
く
、
生
か
す
者
は
灰
有
り
。
乃
ち
夫
、
先
に
死

す
る
を
明
ら
か
に
す
。
婦
、
遂
に
首
服
す
。
政
化
流
行
し
、
民
、
遺
沢
を
歌
う
。

呉
録
日
、
張
挙
、
字
子
清
。
為
旬
章
令
。
有
婦
殺
夫
者
、
因
焚
屋
、
言
焼
死
。
其
弟
、
疑
而
訟
之
。
挙
、
按
屍
開
口
視
、
無
灰
。
令

人
取
猪
二
頭
、
殺

一
生

一
、
而
倶
焚
之
。
開
視
其
口
、
所
殺
者
無
灰
、
生
者
有
灰
。
乃
明
夫
先
死
。
婦
、
遂
首
服
焉
。
政
化
流
行
、
民

こ
の
『
呉
録
』

歌
遺
沢
。

【
原
文
】

【
訓
読
】

九

（
『
旧
五
代
史
』
巻

一
を
殺
し
、

の
文
章
は
、
『
太
平
御
覧
』
巻
八
七

一
、
火
部
四
、
灰
の
項
に
も
引
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
乃
明
夫
先
死
」
と

「
婦
遂
首
服
焉
」
と
の
間
に
、
「
婦
後
焼
之
（
婦
、
後
に
之
れ
を
焼
く
）
」
と
い
う
旬
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
七

0
五、

令
長
部
五
、
折
獄
の
項
に
も
、
出
典
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
六
七
所
引
『
呉
録
』

の
文
章
と
同
じ
文
章
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。
『
太
平
御
覧
』
が
完
成
し
た
の
は
北
宋
の
太
平
興
国
八
年
（
九
八
三
）
で
あ
り
、
『
冊
府
元
亀
」
が
完
成
し
た
の
は
大
中
祥
符

（
『
玉
海
』
巻
五
十
四
）
。
和
凝
は
、
後
周
の
顕
徳
二
年
（
九
五
五
）
に
歿
し
た
か
ら

『
呉
録
』
は
、
呉
朝
の
出
来
事
を
記
し
た
歴
史
書
で
あ
っ
て
、
『
隋
書
』
巻
三
十
三
、
経
籍
志
二
、
史
、
正
史
の
項
の
「
呉
紀
九
巻
」

（
八
九
四
）

一
を
生
か



こ
よ
、

,
．
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『
呉
録
』

『
折
獄
亀
鑑
」

「
呉
人
」

省
蘇
州
市
）

用
さ
れ
た
」
か
ら

（
『
史
記
』
巻
六
十
六
に
附
さ
れ
た

等
の
今
は
失
わ
れ
た
類
書
に
引
か
れ
て
い
た

和
三
十
九
年
。
二
五
八
頁
）
、
『
太
平
御
覧
』

『
呉
録
』

は

一
九
九
五
年
。
二
六

0
．
五
四

一
頁）。

の
文
章
を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
『
北
史
』
巻
八
）
。
和
凝
は
、
『
修
文
殿
御
覧
』

『
呉
録
』
三
十
巻
有
る
も
亡
ぶ
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
隋
書
』

（
八
九
三
）

の
経
籍
志
が
成
っ
た
七
世
紀
半
ば

は
既
に
散
逸
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
太
平
御
覧
の
編
集
に
あ
た
っ
て
修
文
殿
御
覧
が
き
わ
め
て
有
力
な
藍
本
と
し
て
活

（
森
鹿
三
「
修
文
殿
御
覧
に
つ
い
て
」
『
東
方
学
報
（
京
都
）
』
第
三
十
六
冊
掲
載
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
昭

『
呉
録
』

の
文
章
を
『
修
文
殿
御
覧
』
か
ら
孫
引
き
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
修
文
殿
御
覧
』

は
、
北
斉
の
武
平
三
年
（
五
七
二
）
二
月
に
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
同
年
八
月
に
完
成
し
た

『
呉
録
』
を
著
し
た
張
勃
は
、
呉
の
大
鴻
腫
で
あ
っ
た
張
懺
の
子
で
、
晋
の
人
で
あ
る
。
張
懺
は
、
宝
鼎
元
年
（
二
六
六
）
に
晋
に
使

し
、
帰
途
、
病
死
し
た

『
索
隠
』
、
『
三
国
志
』
巻
四
十
八
及
び
同
巻
に
附
さ
れ
た
装
松
之
注
が
引
く

『
呉
録
』
。
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
隋
書
経
籍
志
詳
孜
』
汲
古
書
院
、

の
本
文
に
「
張
挙
は
呉
人
な
り
。
」
と
あ
り
、
原
注
に
「
按
ず
る
に
、
和
凝
、
著
す
と
こ
ろ
の
二
十
九
条
は
皆
、
時
代

を
以
て
次
と
為
す
。
（
中
略
）
但
し
先
に
既
に
「
呉
廃
帝
孫
亮
」
と
云
う
。
則
ち
こ
こ
に
は
宜
し
く
「
呉
張
挙
」
と
云
う
べ
し
。
当
に
姓

名
の
下
に
於
い
て
「
呉
人
」
と
言
う
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
鄭
克
は
、
『
疑
獄
集
』

「
呉
人
」
を
呉
朝
の
人
と
い
う
意
味
に
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
張
挙
呉
人
」

の
「
呉
」
は
呉
郡
で
あ
る
。
和
凝
が
張
挙
の
話
を
『
呉
録
』

郡
の
意
味
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。
『
呉
録
』

に
附
さ
れ
た
原
注
に
「
晋
に
張
勃
の

関

法

第

六

三
巻

三

号

の
「
張
挙
呉
人
」
と
い
う
文
の

の
「
呉
人
」
は
、
呉
郡
（
現
在
の
江
蘇

の
人
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
三
国
志
』
巻
四
十
八
、
呉
書
、
三
嗣
主
伝
に
附
さ
れ
た
装
松
之
注
が
引
く
『
呉
録
』

に
、
「
（
紀
）
捗
、
字
子
上
。
丹
楊
人
。
」
、
「
（
張
）
懺
、
字
子
節
。
呉
人
也
。
」
と
あ
る
。
こ
の
文
で
は
、
「
丹
楊
」
は
丹
楊
郡
で
あ
る
か
ら
、

の
文
章
か
ら
採
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
張
挙
呉
人
」

の
「
呉
」
は
呉

の
文
章
か
ら
採
っ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
「
呉
」
が
呉
郡
を
指
す
可
能
性
は
残
る
。

1
0
 



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

か
刊
行
さ
れ
た

鑑
』
の
「
張
挙
は
呉
人
な
り
。
」
と
い
う
文
の
「
呉
人
」
が
、
こ
の
語
を
『
疑
獄
集
』
か
ら
写
し
た
鄭
克
自
身
の
理
解
と
は
異
な
り
、
呉

郡
の
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
て
も
、
張
挙
の
話
が
『
呉
録
』

が
行
っ
て
い
た
か
ら
（
笠
井
憲
雪
他
編
『
現
代
実
験
動
物
学
』
朝
倉
書
店
、
二

0
0
九
年
。
第

一
章
第

一
節
（
安
居
院
高
志
執
筆
）

頁
）
、
張
挙
が
行
っ
た
実
験
は
、
世
界
最
初
の
動
物
実
験
で
は
な
い
が
、
「
書
物
に
見
ら
れ
る
最
古
の
法
医
学
的
実
験
」
で
あ
る
か
も
し
れ

『
折
獄
亀
鑑
』

『
折
獄
亀
鑑
』
及
び
『
呉
録
』

の
文
章
に
記
さ
れ
て
い
る
事
柄
以
外
は
不
明
で
あ
る
。
『
折
獄
亀

の
文
章
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
張
挙
が
呉
朝
の
人
で
あ
る
こ
と

一
九
八
二
年
。
十
二
頁
）
。

の
張
挙
の
話
は
、
南
宋
の
桂
万
栄
が
『
折
獄
亀
鑑
』

の
中
か
ら
百
四
十
四
話
を
選
ん
で
編
集
し
た

め
ら
れ
た
。
『
棠
陰
比
事
』
は
、
江
戸
時
代
の
日
本
で
、
十
七
世
紀
前
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
何
度
も
刊
刻
発
行
さ
れ
た

島
弘
明
「
常
磐
松
文
庫
蔵
『
棠
陰
比
事
』

十
八
年
。
五
十
四
頁
か
ら
五
十
八
頁
。
「
文
政
九
年
(
-
八
二
六
）
丙
戌
秋
発
行
」
と
い
う
刊
記
が
あ
る
青
惹
閣
刊
『
棠
陰
比
事
』
が
関
西

大
学
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
）

。
さ
ら
に
、
和
訳
さ
れ
て
『
棠
陰
比
事
物
語
』
と
題
さ
れ
て
、
十
七
世
紀
前
半
か
ら
末
に
か
け
て
何
度

な
い

（
朝
鮮
版
）
三
巻

一
冊
」
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
『
年
報
』
第
二
号
掲
載
、
昭
和
五

（
朝
倉
治
彦
絹
校
『
未
刊
仮
名
草
子
集
と
研
究
（
二
）
』
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
、
昭
和
四
十

一
年
。
「
解
題
」
）

。
江
戸
時

代
の
日
本
の
読
書
人
は
、
『
棠
陰
比
事
』

や
『
棠
陰
比
事
物
語
』
を
読
ん
で
、
張
挙
の
動
物
実
験
の
話
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
文
化
四
年
(
-
八
0
七
）
か
ら
八
年
(
-
八
―
-
）
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
曲
亭
馬
琴
『
椿
説
弓
張
月
』

十
二
回
に
、
「
お
よ
そ
人
死
し
て
後
に
火
に
焼
る
る
も
の
は
、

（
山
澤
吉
平
・
内
藤
道
興
『
小
法
医
学
書
』
金
芳
堂
、

動
物
実
験
は
、
西
洋
で
は
既
に
エ
ラ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス

は
疑
い
な
い
。

張
挙
に
つ
い
て
は
、

本
節
に
掲
げ
た

口
中
に
灰
な
し
。
生
な
が
ら
焼
る
る
も
の
は
、

（
前
三

0
四
年
頃
ー
前
二
五

0
年
頃
）
、

ガ
レ
ノ
ス

の
続
篇
巻
之
五
、
第
四

口
中
に
灰
あ
り
。
今
こ
の

（
八
九
二
）

（長

『
棠
陰
比
事
』
に
収

(
―二
九
年
ー
ニ―

六
年
）



夢
龍
が
智
嚢
に
負
ひ
、
そ
れ
を
和
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

首
級
ど
も
を
見
れ
ば
、
又
口
中
に
灰
な
し
。
」
と
い
う
文
が
出
て
く
る
。
こ
の
文
に
つ
い
て
、
麻
生
磯
次
『
江
戸
文
学
と
支
那
文
学
」

省
堂
、
昭
和
二
十

一
年
）
第
三
章
は
、
「
棠
陰
比
事
巻
上
「
張
挙
猪
灰
」
に
拠
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
」
（

一
七
九
頁
）
と
し
て
い
る
。
後

藤
丹
治
校
注
『
椿
説
弓
張
月
』
下

（
日
本
古
典
文
学
大
系
六
十

一
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
七
年
）

る
が
、
な
お
明
の
浬
夢
竜
の
智
嚢
、
そ
れ
を
和
解
し
た
智
恵
鑑
に
も
あ
る
。
馬
琴
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
（
八
十

『
智
嚢
』
は
、
明
の
凋
夢
龍
が
、
智
慧
が
発
揮
さ
れ
た
古
今
の
逸
話
を
集
め
て
、
上
智
部
以
下
十
部
に
分
類
し
て
掲
載
し
た
類
書
で
、

天
啓
六
年
(
-
六
二
六
）
に
成
り
、
後
に
増
補
さ
れ
た
。
全
二
十
八
巻
。
張
挙
の
話
は
察
智
部
、
得
情
、
巻
九
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
日

『智
嚢
』
十
巻
三
冊
が
、
文
政
四
年

(-
八
ニ
―
)
に
刊
行
さ
れ
た
。
張
挙
の
話
は
巻
三
、
察

智
部
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昌
平
坂
学
問
所
が
、
天
保
十
五
年
（

一
八
四
四
）
以
後
に
、
明
刊
本
を
覆
刻
し
た

『智
嚢
』

二
十
八

（
福
井
保
『
江
戸
幕
府
刊
行
物
』
雄
松
堂
出
版
、
昭
和
六
十
年
。
第
五
章
、

一
四
八
頁
）

。『
智
恵
鑑
』
十
巻
は
、
著
者
は
辻
原
元
甫
、
万
治
三
年

（
一
六
六
0
)

響
下
に
あ
る
も
の
が
多
い
。
」
（
同
上
「
解
題
」
八
頁
）

は
、
張
挙
の
話
は
「
棠
陰
比
事
に
あ

の
自
跛
が
あ
る
。
そ
の
「
例
話
の
大
半
は
、
明
の
凋

（
天
理
図
書
館
司
書
研
究
部
編
『
近
世
文
学
未
刊
本
叢
書
仮
名
草
子
篇

一』

養

徳
社
、
昭
和
二
十
二
年
。
「
解
題
」
七
頁
か
ら
八
頁
）
張
挙
の
話
は
巻
三
、
察
智
部
に
見
ら
れ
る
。
「本
書
は
刊
行
以
来
、
単
に
教
訓
と
し

て
の
み
な
ら
ず
、
興
味
あ
る
読
物
と
し
て
、
弘
く
読
ま
れ
、
西
鶴
近
松
の
旧
く
か
ら
馬
琴
等
に
い
た
る
迄
近
世
文
学
の
趣
向
で
本
書
の
影

と
い
う
。
江
戸
時
代
の
日
本
の
読
書
人
は
、

『智
嚢
』

と
に
よ
っ
て
も
、
張
挙
の
動
物
実
験
の
話
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

巻
十
四
冊
を
刊
行
し
た

本
で
は
、
猪
飼
彦
博
が
全
巻
を
抜
粋
し
た

二
頁
頭
注―

-）

と
述
べ
て
い
る
。

関

法

第

六

三
巻

三
号

や
『
智
恵
鑑
』
を
読
む
こ

1
0
三
頁
か
ら
四
頁
、

（八
九

一）

ー
ニ
ニ
頁、



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

八
）
ま
で
警
視
庁
裁
判
医
学
校
で
西
洋
の
法
医
学
を
講
義
し
た

（
同
書
「
例
言
」
」
）
、
明
治
十
五
年
(
-
八
八

（
『
東
京
帝
国
大
学
法
医
学
教
室
五
十
三
年
史
』
昭
和
十
八
年
。
五
頁
か

が
わ
か
る
。
こ
の
認
識
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
「
実
際
現
在
で
も
、

三
世
紀
の
頃
の
本
（
『
折
獄
亀
鑑
』
及
び

（
弘
文
堂
、
昭
和
四
十
九
年
増
補
版
）
第
五
章
「
火
災
に
み
る
死
」
第

一
節
「
火
災
に
よ

る
死
か
、
死
後
焼
か
れ
た
も
の
か
」
は
、
張
挙
の
動
物
実
験
の
話
を
紹
介
し
て
、
「
こ
れ
は
な
か
な
か
科
学
的
で
、
し
か
も
こ
れ
が
十
二
、

『棠
陰
比
事
』
を
指
す
。
佐
立
注
）
に
あ
る
の
だ
か
ら
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
実
際
現
在
で

も
、
外
表
が
す
っ
か
り
黒
焦
げ
に
な
っ
て
、
外
表
の
検
査
で
は
生
き
て
い
る
人
が
火
に
ま
か
れ
て
死
ん
だ
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
と
き

に
こ
の
方
式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
た
だ
口
の
中
だ
け
見
る
の
で
は
唇
な
ど
焼
け
落
ち
る
と
灰
や
煤
が
口
の
中
に
入
り
込
み
区
別
が
つ
か
な

く
な
る
か
ら
、
咽
頭
か
ら
気
管
、
更
に
気
管
支
と
進
ん
で
検
査
し
て
、
奥
の
方
の
呼
吸
気
道
に
も
煤
そ
の
他
の
異
物
が
吸
い
込
ま
れ
て
い

る
か
い
な
い
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（八
十
八
頁
か
ら
九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
中
略
）
こ
の
方
式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
」
と
あ
る
か
ら
、
上
野
『
法
医
学
』
は
、
現
代
日
本
の
法
医
学
の

教
科
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
、
気
道
内
に
煤
を
吸
い
込
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
、
焼
け
死
ん
だ
の
か
ど
う
か
を
鑑
別
す
る
方
法
は
、

欧
米
の
法
医
学
か
ら
学
ん
だ
方
法
で
は
な
く
、
三
国
呉
の
張
挙
が
発
見
し
た
方
法
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
る
こ
と

ド
イ
ツ
人
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ー
ニ
ッ
ツ
は
、
明
治
八
年

(
-
八
七
五
）
九
月
に
警
視
庁
に
教
師
と
し
て
雇
わ
れ
、
同
十

一
年

(
-
八
七

ら
十
頁
）
。
そ
の
デ
ー
ニ
ッ
ツ
の
生
徒
で
あ
っ
た
安
藤
卓
爾
、
三
浦
常
徳
、
斎
藤
准
は
、
デ
ー
ニ
ッ
ツ
の
「
備
忘
録
」
を
「
ド
イ
ツ
国
大

博
士
ブ
フ
ネ
ル
」
の
「
断
訟
医
学
書
」
の
翻
訳
で
補
っ
て
、
『
増
補
断
訟
医
学
』
を
編
集
し

（八
九

0
)

上
野
正
吉
『
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
法
医
学
』

四
現
代
の
鑑
別
方
法
と
の
関
係



方
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

説
を
纂
輯
し
、
併
せ
て
纂
述
者
の
意
見
を
加
え
て

一
書
と
な
し
た
も
の
で
あ
る

二）

に
出
版
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
第
四
篇
第
二
、
温
、
焼
傷
の
項
に
、
「
こ
こ
に
焼
死
体
あ
り
て
、
そ
の
死
は
焼
傷
の
た
め
な
る
や
、

（
中
略
）

の
疑
問
を
生
ず
べ
し
。
」
（
二
三
二
頁
。
文
字
遣
い
を
改
め
、
旬
読
点
を
つ
け

た
。）

と
あ
る
が
、
気
道
内
に
煤
が
吸
い
込
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
観
察
す
る
鑑
別
方
法
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
「
ブ
フ
ネ
ル
」
の
「
断

訟
医
学
書
」
と
は
、
小
関
恒
雄
「
明
治
以
降
本
邦
出
版
法
医
学
教
科
書
目
録
」
（
『
犯
罪
学
雑
誌
』
第
四
十
巻
第
二
号
掲
載
、
昭
和
四
十
九

年
）
に
拠
れ
ば
、

E
.
B
u
c
h
n
e
r
の
L
e
h
r
b
u
c
h
d
e
r
 g
e
r
i
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 M
e
d
i
c
i
n
 
(
一
八
六
七
年
刊
）

明
治
十
三
年
(
-
八
八
0
)
に
刊
行
さ
れ
た
寺
田
祐
之
訳
『
断
訟
死
傷
検
論
』

の
「
死
傷
検
論
」
の
翻
訳
で
あ
る

（
泰
法
館
）

は
、
本
邦
及
び
欧
米
諸
大
家
の

で
あ
る
。

（八
八
九
）

（
訳
者
自
序
）
。
そ
の
第
七
十
章
、
舎
密
作
用
ノ
方
術
及
ヒ
湯
火
傷
に
、
「
も
し
存
生
中
に
火
傷
を
受
る

と
き
は
、
不
焦
の
皮
膚
に
少
く
と
も
熾
衝
（
赤
色
の
腫
れ
。
佐
立
注
）
或
は
水
胞
等
の
如
き
器
官
反
応
の
徴
候
を
見
は
す
べ
し
。
」
(
-
八

0
頁
。
文
字
遣
い
を
改
め
、
旬
読
点
を
つ
け
た
。
）

な
い
。
「
敏
解
児
（
ビ
ン
ケ
ル
？
、

或
は
死
後
そ
の
焼
傷
を
加
へ
た
る
者
に
非
ざ
る
や

関

法

第

六

三
巻

三
号

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
気
道
内
の
煤
の
有
無
を
調
べ
る
鑑
別
方
法
は
記
さ
れ
て
い

ベ
ッ
ケ
ル
？
）
」
と
は
何
者
な
の
か
、
ま
だ
調
べ
が
つ
い
て
い
な
い
。

明
治
二
十
年
(
-
八
八
七
）
に
出
版
さ
れ
た
吉
井
盤
太
郎
纂
述
『
実
地
応
用
裁
判
医
学
論
』

（
纂
述
者
緒
言
）
。
そ
の
第
三
編
下
、
第
八
、
焼
死
の
項

に
、
「
死
后
二
火
傷
シ
タ
ル
ト
生
前
火
傷
シ
タ
ル
ト
ハ
区
別
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
二
八
三
頁
）
と
あ
る
が
、
気
道
内
の
煤
を
調
べ
る
鑑
別

明
治
二
十
四
年
(
-
八
九

一
）
に
出
版
さ
れ
た
江
口
襄
纂
著
『
増
補
改
訂
法
医
学
提
綱
中
絹
』
（
秋
南
書
院
蔵
版
）

湯
澄
死
論
、
生
前
及
死
後
火
傷
ノ
判
別
に
、
「
死
後
そ
の
死
体
を
燃
焼
し
た
る
者
に
在
て
は
、
そ
の
血
管
中
に
存
在
せ
る
所
の
血
液
に
は
、

決
し
て
「
酸
化
炭
素
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
」
を
含
有
せ
ざ
れ
ど
も
、
焼
死
、
殊
に
家
屋
の
焼
儘
と
倶
に
焼
死
し
た
る
死
体
に
在
て
は
、
そ
の
血

（
警
視
局
蔵
版
）

は
、
「
敏
解
児
」
が
著
し
た
ド
イ
ツ
文

一
四

の
第
十
七
章
、
火
傷



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

を
改
め
、
句
読
点
を
補
っ
た
。

g
e
r
i
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 M
e
d
i
c
i
n
 (~ 

空
ハ
版
、

国
に
留
学
し
、

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
リ
ー
マ
ン

(
C
a
r
l
 L
i
m
a
n
)
 

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
注
目
せ
よ
、
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

に
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
ホ
フ
マ
ン

一
五

の
下
巻
第
二
冊
（
明
治
三
十
年
刊

（
前
掲
『
東
京
帝
国
大
学
法

(
E
d
u
a
r
d
 Ritter v
o
n
 H
o
f
m
a
n
n
)
 

液
に
「
酸
化
炭
素
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
」
を
含
有
す
る
こ
と
あ
り
。
是
れ
、
か
く
の
如
き
焼
死
者
は
、
或
は
先
づ
煤
姻
中
に
窒
息
す
る
か
、
或

は
そ
の
火
傷
に
由
て
死
亡
す
る
の
前
に
、
多
少
煤
姻
を
呼
吸
す
る
が
故
な
り
。
」
（
九
十
五
頁
。
文
字
遣
い
を
改
め
、
句
読
点
を
つ
け
た
。
）

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
火
傷
二
由
テ
死
亡
ス
ル
ノ
前
二
多
少
煤
姻
ヲ
呼
吸
ス
ル
カ
故
ナ
リ
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
気
道
内
に
煤
が
附
着

東
京
大
学
医
学
部
法
医
学
教
室
の
開
祖
で
あ
る
片
山
国
嘉
は
、
明
治
十
七
年
(
-
八
八
四
）
か
ら
二
十

一
年

(
-
八
八
八
）
ま
で
独
澳
両

に
法
医
学
を
学
び
、
帰
国
後
、
帝
国
大
学
医
科
大
学
教
授
に
任
じ
ら
れ
、
明
治
二
十
二
年
(
-
八
八
九
）
に
裁
判
医
学
を
開
講
し
た
。
裁

判
医
学
教
室
は
、
片
山
の
提
案
に
従
っ
て
、
明
治
二
十
四
年

(-
八
九

一
）
に
法
医
学
教
室
と
改
称
さ
れ
た

医
学
教
室
五
十
三
年
史
』
三
十

二
貝
か
ら
四
十
頁
、
『
法
医
学
説
林
』
所
収
「
片
山
先
生
ノ
小
伝
」
明
治
三
十

一
年
、
『
犯
罪
学
雑
誌
』
第

五
巻
所
収
「
医
学
博
士
片
山
国
嘉
先
生
の

『
回
顧
録
』

よ
り
」
昭
和
六
年
）

。
そ
の
片
山
国
嘉
が
師
ホ
フ
マ
ン
の

L
e
h
r
b
u
c
h
d
e
r
 

一
八
九
三
年
）
を
全
訳
し
た

『
法
医
学
大
成
』

（
秋
南
書
院
）

行
）
第
四
章
第
四
、
過
高
或
ハ
過
低
温
度
二
因
ス
ル
死
亡
、
甲
、
非
常
ノ
高
温
二
因
ル
死
亡
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
文
字
遣
い

「
こ
の
検
査
(
-
八
八

一
年
に
ウ
ィ
ー
ン
の
リ
ン
グ
劇
場
で
起
き
た
火
災
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
多
数
の
人
の
遺
体
の
検
査
。
佐
立
注
）

た
る
や
同
時
に
、
千
八
百
七
十
六
年
（
原
注
。

W
r.
 me

d
.
 W
 
ochenschr• 

N
r
.
 

7
 u
.
 

8
)

已
に
吾
人
の
主
張
せ
し
意
見
、
即
ち
、
か
く
の
如

き
場
合
の
多
数
に
在
て
は
、
当
該
者
は
、
或
は
先
づ
姻
中
に
窒
息
し
、
或
は
火
傷
の
為
め
死
亡
す
る
に
先
だ
ち
多
少
姻
を
吸
入
す
る
の
事

実
を
確
定
し
得
た
る
も
の
な
り
。
而
し
て
、
こ
の
機
転
た
る
や
、
屍
体
上
に
於
て
は
呼
吸
道
、
時
と
し
て
は
喋
下
道
の
煤
黒
、
殊
に
は
血

（
八
八
八
）



い
た
と
認
定
す
る
方
法
を
、

す
。
」
（
五
二
三
頁
）

ホ
フ
マ
ン
が
『
ウ
ィ
ー
ン
医
事
週
報
』

（八
八
七
）

液
中
酸
化
炭
素
の
含
有
に
由
て
徴
知
せ
ら
る
る
も
の
に
し
て
、
高
度
に
炭
化
せ
る
屍
体
に
於
て
も
尚
ほ
、
そ
の
人
体
が
出
火
の
際
、
尚
ほ

生
活
し
、
も
し
く
は
或
る
時
間
内
、
姻
を
吸
入
す
る
の
機
会
を
有
せ
し
こ
と
を
認
定
す
る
に
足
れ
り
。
こ
れ
実
際
上
、
殊
に
重
要
の
件
と

こ
れ
に
拠
れ
ば
、
気
道
内
が
煤
で
黒
く
な
っ
て
い
る
か
否
か
を
見
て
、
煤
で
黒
く
な
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
が
出
火
の
際
ま
だ
生
き
て

W
 o
c
h
e
n
s
c
h
r
i
f
 t. 1876• 

N
r
.
 

7
 u
.
 

8
)
 

の
「
炭
化
し
た
死
体
に
対
す
る
よ
り
広
い
観
察
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
、
「
気
道
の
比
較
的
深
い
部
分
で
の
煤
の
附
着
（
原
文
。

R
a
u
c
h
,
 

b
e
s
c
h
l
a
g
)
 

さ
れ
、

一
八
七
六
年
第
七
号
・
第
八
号

(
W
i
e
n
e
r
M
e
d
i
z
i
n
i
s
c
h
e
 

で
発
表
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
確
認
し
て
み
る
と
、

そ
の
第
八
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ホ
フ
マ
ン

は
、
死
が
ど
の
よ
う
な
風
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
は
る
か
に
明
白
に
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
記

ホ
フ
マ
ン
自
身
が
解
剖
し
た
二
人
の
子
供
の
炭
化
死
体
に
つ
い
て
、
気
道
内
に
煤
が
附
着
し
て
お
ら
ず
、
心
臓
血
液
を
分
光
器
で

検
査
す
る
と
、

一
酸
化
炭
素
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
子
供
は
、
煙
に
長
く
曝
さ
れ
て

は
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
出
火
し
て
す
ぐ
に
、
火
に
ま
か
れ
て
死
亡
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

気
道
内
に
煤
が
附
着
し
て
お
ら
ず
、
血
液
中
に

一
酸
化
炭
素
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
子
供
は
死
ん
で

か
ら
焼
け
た
の
で
は
な
い
か
と
真
先
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

ホ
フ
マ
ン
は
、
死
ん
で
か
ら
焼
け
た
と
考
え
る

よ
り
も
先
に
、
出
火
直
後
に
死
亡
し
た
の
で
煙
を
吸
い
込
む
時
間
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

煤
が
附
着
し
て
い
れ
ば
、
焼
け
死
ん
だ
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
気
道
内
に
煤
が
附
着
し
て
い
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
死
後
に
焼

け
た
と
た
だ
ち
に
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

定
で
き
る
と
す
る
張
挙
や
『
洗
寃
集
録
』

関

法

第

六

三
巻

三
号

（
一
七
五
頁
）
。

つ
ま
り
ホ
フ
マ
ン
は
、
気
道
内
に

口
の
中
に
灰
が
無
け
れ
ば
、
死
後
に
焼
け
た
と
認

の
考
え
と
異
な
る
け
れ
ど
も
、
気
道
内
に
煤
が
附
着
し
て
い
れ
ば
、
焼
け
死
ん
だ
と
認
定
で
き

一
六



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

再
発
見
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、

（
一
九
二
八
年
刊
行
第
八
版
、

一
九
三
四
年
刊
行
第
九
版
は
未
見
で
あ
る
。
）
。

(
F
.
 J.
 Sm

i
t
h
改
訂
）
、

一
九
二

0
年
刊
行
第
七
版
（
同
上
改
訂
）

る。」
あ
る
。

録』

の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
。

口
の
中
に
灰
が
有
れ
ば
、
生
前
に
火
に
焼
か
れ
て
死
ん
だ
と
認
定
で
き
る
と
す
る
張
挙
や
『
洗
寃
集

気
道
内
に
煤
が
附
着
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
て
、
焼
け
死
ん
だ
人
の
死
体
か
ど
う
か
を
鑑
別
す
る
方
法
は
、
西
洋
の
法
医
学
で
は
、

一
八
七
六
年
に
ホ
フ
マ
ン
が
は
じ
め
て
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
張
挙
が
そ
の
方
法
を
発
見
し
て
か
ら
実
に
千
六
百
年
後
の
事
で

念
の
た
め
、
欧
米
の
法
医
学
の
教
科
書
を
い
く
つ
か
見
て
み
る
と
、

G
e
r
i
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 M
e
d
i
c
i
n
の
一
八
八
九
年
刊
行
第
八
版
、

W
.A
.
 
G
u
y
 &
 D
.
 

F
e
r
r
i
e
r
の
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
 F
o
r
e
n
s
i
c
 M
e
d
i
c
i
n
e
の

一
八
九

五
年
刊
行
第
七
版
に
は
、
気
道
内
の
煤
の
有
無
を
見
る
鑑
別
方
法
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

T
a
y
l
o
r
's
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 a
n
d
 P
r
a
c
t
i
c
e
 o
f
 

M
e
d
i
c
a
l
 J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
の

一
九
四
八
年
刊
行
第
十
版

(
S
y
d
n
e
y
S
m
i
t
h
 &
 W
.
 
G
.
 H
.
 Co

o
k
改
訂
）

喉
頭
、
気
管
そ
し
て
気
管
支
の
粘
膜
は
、
煙
と
と
も
に
吸
入
さ
れ
た
煤
（
原
文
0

c
a
r
b
o
n
 particles) 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
存
在
は
、
出
火
し
た
時
に
犠
牲
者
が
生
き
て
い
た
と
い
う
強
い
確
か
な
証
拠
で
あ
る
か
ら
で
あ

（
四
八
七
頁
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
の

一
八
九
四
年
刊
行
第
四
版

(T.
S
t
e
v
e
n
s
o
n
改
訂
）
、

気
道
内
に
煤
が
附
着
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
て
、
焼
け
死
ん
だ
人
の
死
体
か
ど
う
か
を
鑑
別
す
る
方
法
を
、

『
洗
寃
集
録
』

や
『
無
寃
録
』

る
と
す
る
ホ
フ
マ
ン
の
考
え
は
、

一
七

（
八
八
六
）

C
a
r
l
 L
i
m
a
n
の
J
o
h
a
n
n
L
u
d
w
i
g
 C
a
s
p
e
r
's
 H
a
n
d
b
u
c
h
 d
e
r
 

が
な
い
か
、
注
意
深
く
調
べ
ら
れ

一
九
0
五
年
刊
行
第
五
版

に
は
、
こ
の
記
述
な
い
し
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
記
述
は
存
在
し
な
い

に
記
述
さ
れ
て
い
る
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
鑑
別
方

法
を
何
ら
か
の
ル
ー
ト
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
判
断
す
る
た
め
の
材
料
を
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
。

ホ
フ
マ
ン
は
、
独
自
に

の
第
十
三
章
に
、

「
鼻
、
鼻
咽
腔
、



（八
八
五
）

そ
れ
で
は
、
現
代
日
本
の
法
医
学
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
、
気
道
内
の
煤
の
有
無
を
見
て
、
生
前
に
焼
け
た
死
体
か
ど
う
か
を
鑑
別
す

る
方
法
は
、

ホ
フ
マ
ン
流
の
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
張
挙
及
び

『洗
寃
集
録
』
『
無
寃
録
』
流
の
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ホ
フ
マ
ン
の
方
法
を
学
ん
だ
方
法
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
第
二
節
に
書
い
た
よ
う
に
、
明
治
時
代
の
我
が
国
の
検
屍
関
係

を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ホ
フ
マ
ン
の
教
科
書
を
読
ん
だ
明
治
の
検
屍
関
係
者
は
、

ホ
フ
マ
ン
の
方
法
が

法
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
認
識
は
、
明
治
の
法
医
学
教
育
関
係
者
に
も
共
有
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、

現
代
日
本
の
法
医
学
書
の
、
生
前
に
焼
け
た
死
体
か
ど
う
か
を
鑑
別
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
に
、
『
無
寃
録
述
』

の
記
述
の
影
響
が

現
代
日
本
の
法
医
学
書
の
記
述
で
、
「
生
前
に
焼
け
た
死
体
で
あ
れ
ば
気
道
内
に
煤
が
あ
り
、
死
後
に
焼
け
た
死
体
で
あ
れ
ば
気
道
内

に
煤
が
な
い
。」
と
い
う
風
に
、
「
生
前
」
と
「
死
後
」
と
を
対
比
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
『
無
寃
録
述
」

間
接
に
か
受
け
た
記
述
で
あ
る
。
「
気
道
内
に
煤
が
な
い
」
場
合
は
す
べ
て
「
死
後
に
焼
け
た
死
体
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
気
道
内
に
煤
が
な
い
の
は
出
火
直
後
に
死
亡
し
た
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
読
者
に
意
識
さ
せ
な
い
書
き
方

で
あ
る
。
第

一
節
に
掲
げ
た
、
古
畑
種
基
『
法
医
学
の
話
』

及
ぶ
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

者
は
、

口
鼻
内
に
灰
が
入
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
を
見
て
、

関

法

第

六

三
巻

三
号

の
影
響
を
直
接
に
か

の
「
生
前
の
火
焼
死
で
あ
れ
ば
、
日
呼
吸
道
に
煤
を
吸
い
こ
ん
で
い
る
。

（中
略
）
死
体
を
焼
い
た
ば
あ
い
に
は
、
こ
ん
な
所
見
は
け
っ
し
て
み
つ
か
ら
な
い
。」
と
い
う
記
述
が
、
こ
れ
に
当
た
る
。

一
方
、
現
代
日
本
の
法
医
学
書
の
記
述
で
、
「
気
道
内
に
煤
が
あ
れ
ば
、
生
前
に
焼
け
た
死
体
で
あ
る
。」
と
い
う
風
に
の
み
記
さ
れ
、

生
前
に
焼
け
た
場
合
と
死
後
に
焼
け
た
場
合
と
を
対
比
す
る
形
に
な

っ
て
お
ら
ず
、

煤
が
吸
い
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
旨
を
附
け
加
え
て
い
る
も
の
は
、

か
つ
、
出
火
直
後
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
気
道
内
に

ホ
フ
マ
ン
流
の
鑑
定
方
法
の
記
述
で
あ
る
。
第

一
節
に
掲
げ

八

『無
寃
録
』
流
の
方

生
前
に
焼
け
た
か
死
後
に
焼
け
た
か
を
鑑
別
す
る
方
法
を
、

『無
寃
録
述
』



焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か

存
在
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
学
生
の
た
め
の
法
医
学
』

一
方
、
首
を
絞
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
後
に
放
火
し
て
焼
死
に
見
せ

の
記
述
が
、
こ
れ
に
当
た
る
。
同
書
に
は
、
「
焼
身
自
殺
な
ど
に
よ
る
ガ
ソ
リ
ン
類
の
炎
上
に
よ
っ
て
急

速
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
気
道
内
へ
の
煤
の
侵
入
を
認
め
な
い
こ
と
が
多
い
。
」
（
改
訂
六
版
、
九
十
六
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二

0
1
0
年
に
刊
行
さ
れ
た
渡
辺
博
司
・
斎
藤

一
之
著
、
新
訂

『死
体
の
視
か
た
』

に
対
す
る
気
道
の
生
体
反
応
に
、
「
火
災
で
死
亡
し
た
人
は
、
気
道
内
に
煤
片
吸
引
が
み
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
（
中
略
）
死
後
の
場
合

で
も
口
腔
内
ま
で
は
、
煤
片
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
気
管
の
下
半
か
ら
気
管
支
、
さ
ら
に
気
管
支
枝
ま
で
入

っ
て
い
る

こ
と
は
な
い

。
」
（

一
七
四
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
年
に
刊
行
さ
れ
た
上
野
正
彦
『
監
察
医
が
書
い
た
死
体
の
教
科
書
』

（
朝
日
新
聞
出
版
）
に
、
「
火
災
の
中
で
焼
死
し
た
人
は
、
煤
煙
を
吸
い
、

炭
粉
末
が
吸
い
込
ま
れ
、
血
中

一
酸
化
炭
素
も
多
量
に
検
出
さ
れ
る
。

か
け
て
も
、
そ
の
と
き
に
は
す
で
に
死
亡
し
て
呼
吸
は
止
ま
っ
て
い
る
の
で
、
気
管
内
に
炭
粉
末
の
吸
引
は
な
い
し
、
血
中

一
酸
化
炭
素

も
陰
性
反
応
を
示
す
。」

（一

六
六
頁
か
ら
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

か
ら
と
言
っ
て
、
死
後
に
焼
け
た
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
読
者
に
意
識
さ
せ
な
い
書
き
方
で
あ
る
か
ら
、
『
無
寃
録
述
』

を
、
直
接
に
で
は
な
か
ろ
う
が
、
受
け
た
記
述
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
『
洗
寃
集
録
』
及
び

『無
寃
録
』
に
記
述
さ
れ

て
い
る
、
張
挙
が
発
見
し
た
鑑
別
方
法
を
も
、
記
述
者
当
人
が
自
覚
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
三

世
紀
に
呉
の
張
挙
が
発
見
し
た
、
焼
け
た
の
は
生
前
か
死
後
か
を
鑑
別
す
る
方
法
は
、

二
十

一
世
紀
の
日
本
の
法
医
学
書
の
中
に
、
そ
の

た

一
九

（東
京
法
令
出
版
）

の
第
6
章
3
、
高
温
（
熱
）

一
酸
化
炭
素
を
吸
っ
て
死
亡
す
る
。
だ
か
ら
気
管
に
は
、
黒
い

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
生
前
に
焼
け
た
場
合
と
死
後
に
焼
け
た
場
合
と
を
対
比
す
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
気
道
内
に
煤
が
入
っ
て
い
な
い

（八
八
四
）

の
記
述
の
影
響



〈
附
記
〉大

変
お
く
れ
ば
せ
な
が
ら
、
本
稿
を
吉
田
栄
司
先
生
に
捧
げ
、
先
生
の
御
還
暦
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
先
生
の
御
健
康
、
御
発
展
を
心
か
ら

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

関

法

第

六

三
巻

三
号

二
0

（八
八
三）


